
・限度額 40 万円まで 

・返済期間 24 ヶ月 

(月々 約 16,000 円の返済) 

【融資あっ旋に関するお問い合わせ】 

経営総務課お客様サービス係 

電話 072-972-1605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業の概要 
① 公共浄化槽等整備推進事業とは? 
浄化槽の設置を希望する皆様からの申請に基づき、市が浄化槽の設

置及び保守管理を行う事業です。 

なお、設置及び保守管理は、市と契約した「柏原市浄化槽 PFI 株式

会社」が市に代わって行います。 

② 事業期間 
平成 25 年 7 月 4 日から令和 5年 3月 31 日まで  

③ 対象家屋 
住宅及び集会所。なお、事業所は、事業対象外となります。 

④ 事業者名 
柏原市浄化槽 PFI 株式会社  住所：柏原市太平寺 1-9-6 

※柏原市浄化槽 PFI 株式会社は、㈱畑中商事と㈱サニコンにより、

本事業を行うために設立された「特別目的会社」です。 

⑤ 分担金について 
事業費の一部に充てるため､浄化槽設置費用の一部を負担していた

だきます。(1 回限り)  (別表 1 参照) 

⑥ 浄化槽使用料について 
浄化槽の法定検査､保守点検等にかかる費用の一部に充てるため､

使用料を納付していただきます。  (別表 2参照) 

⑦ 既設合併浄化槽の寄附制度について 
既に個人で合併浄化槽を設置されている方に対しては、市に寄附し

ていただき、市が保守管理を行う制度もあります。 

 

２．負担区分と費用 
① 市が負担する費用 

・浄化槽本体の設置及びそれに伴う電気設備工事費 

・浄化槽本体と桝まで(約 1m)の流入管､放流管工事費 

・ブロワー本体及び空気配管工事費 

② 申請者が負担する費用 
・水洗トイレへの改造及び宅内排水設備工事費 

・浄化槽の上部を駐車場に利用する場合の補強工事費 

・ポンプ設置が必要な場合の設置費 

・浄化槽本体から放流先の水路等までの排水管工事費 

・既設単独浄化槽の運搬処分費 

・分担金、電気代、浄化槽使用料 

【お問い合わせ】 

事業に関する詳細については、

下記までお問い合わせ下さい。 

 
柏原市浄化槽 PFI 株式会社 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-718-389 

 

柏原市役所 下水工務課 

電話 072-972-1501（代表） 

072-972-1647（直通） 

３．市が行う浄化槽の保守管理について 
 浄化槽設置後、市が次の業務を行います。 

保守点検 年 4 回、浄化槽が正常に動いているか点検し、薬品等の補充を

行います。 

法定検査 年 1 回、浄化槽が適正に機能しているかチェックする為に､浄

化槽の処理水を検査機関が検査します。 

修理修繕 浄化槽本体並びにブロワ等の修理、修繕が発生した場合は市の

負担で作業を行います。ただし、使用者の不適切な使用により

起因する修理、修繕は個人負担となります。 

汚泥清掃 年 1 回、浄化槽の中に溜まった汚泥の引き抜きを行います。 

(汚泥清掃は､市が別途契約する清掃業者が行います。) 

注 1) 融資あっ旋制度 

水洗トイレ改造費用を一度に負担することが困難な方に、市内金融機関の

資金融資のあっ旋を行います。融資を受ける方は、市内金融機関に元金の

みを返済していただきます。返済の際に発生する利息は市が負担します。 

融資あっ旋制度あり 注 1) 

「 公 共 浄 化 槽 等 整 備 推 進 事 業 」 を 進 め て い ま す ! 
青谷地区の一部、雁多尾畑地区、横尾地区、本堂地区、峠地区、大県 4丁目の一部、太平寺の一部、旭ヶ丘 4丁目の一部、田辺 2丁目の一部、国分東条町の一部において 

人槽当たりの分担金表（別表 1） 

処理対象人槽 分担金の額 備 考 

5 人槽 102,000 円 家の延べ面積 130 ㎡以下 

7 人槽 113,000 円 家の延べ面積 130 ㎡より大きい 

10 人槽 138,000 円 2 世帯住宅 等 

11 人槽以上 
標準的な工事に要する費用

の 10 分の 1 に相当する金額 

 

 

一般用 2 ヶ月分の基本料金及び従量料金表（別表 2）         

基本料金（2 ヶ月につき） 従量料金（2 ヶ月につき） 

水量 料金 水量 料金（1ｍ3につき） 

10 ㎥までの分 920 円 

11～20 ㎥ 60 円 

21～40 ㎥ 110 円 

41～60 ㎥ 135 円 

61～80 ㎥ 155 円 

81～100 ㎥ 160 円 

101～200 ㎥ 170 円 

201～1,000 ㎥ 205 円 

1,001 ㎥以上 215 円 

                             

＊下水道使用料計算例                                  

                                           

2 ヶ月に 66 ㎥を使用した場合                              

右記のとおりとなります。                              

                                           

※算出した合計金額に                                 

消費税等相当額が加算されます。 

水 量 計算式 金 額 

基本料金（10 ㎥まで）  920 円 

11～20 ㎥相当部分 10㎥× 60円 600 円 

21～40 ㎥相当部分 20㎥×110円 2,200 円 

41～60 ㎥相当部分 20㎥×135円 2,700 円 

61～80 ㎥相当部分 6㎥×155円 930 円 

 合 計 7,350 円 

 

あなたの家に「合併処理浄化槽」は 

設置されていますか？ 
 

設置していない       設置している 

申請を行います。 

浄化槽の大きさに応じた 

分担金を支払います。 

 

5 人槽：102,000 円 

7 人槽：113,000 円 

10 人槽：138,000 円 

市と契約した 

「柏原市浄化槽 PFI 株式会社」

が浄化槽設置工事を行います。 
 

工事完了 

◎市は浄化槽を適正に保守管理します。 

◎使用者には浄化槽使用料をご負担していただきます。 

寄附（無償）の事前協

議依頼を行います。 

浄化槽の故障の有無

などを確認し受け入

れを決めます。 

※分担金は 1度限りです。 

 

※設置及び寄附に関する手続きは 

「柏原市浄化槽 PFI 株式会社」が代行します。 

４．主な業務の流れ 

主な業務の流れ 


